
要領 要領の概要 左記のとおり規定する理由６条の２ 卸売業務の許可 ６条の２ 卸売業務の許可 卸売業務等の許可に係る誓約書取扱要領 誓約書の様式を定める※仲卸しの業務及び関連事業者の許可にかかる誓約書の様式についても併せて定める 卸売業務等の許可に係る誓約書を明確にするため12条 せり人の登録 ９条 せり人の登録申請 せり人の登録等取扱要領 せり人登録に関する詳細な条件等を定める 市場の公正な取引環境を確保するため23条 仲卸補助者の承認等35条 売買参加補助者の承認等27条 売買参加者の承認 31条 売買参加者の承認申請 売買参加者承認取扱要領 売買参加者の承認に関する条件等を定める 市場の公正な取引環境を確保するため36条 売買取引の方法 せり売又は入札の方法による卸売開始時刻前の卸売要領(水産物部) 水産物部の卸売開始時刻前の卸売に関する取扱方法を定める 市場内の業務を円滑に運用するため
44条 卸売業者の業務の規制（市場外取引） 59条 卸売業者の販売計画の届出58条 仲卸業者の販売計画届出（市場外取引） 77条 仲卸業者の販売計画届出48条 卸売の相手方の制限（第三者販売） 62条 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の届出 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売取扱要領 第三者販売に関し、転送物品の数量や価格、買受代金の支払義務等を定める 円滑な集荷・分荷や適正な価格形成といった中央卸売市場の機能を維持するとともに、市場取引の活性化や競争力の強化に資するため54条 受託物品の受領通知及び検収 86条 卸売代金の変更 事故品等の処理取扱要領 卸売物品の処理及び保管物品の処理に関する取引方法を定める 市場の公正な取引環境を確保するため55条 販売原票の作成 70条 販売原票 販売原票等取扱要領 販売原票への記載や販売原票の写しの提出等の方法を定める 当該資料は市場内での取引の基本データであり、開設者として必要な情報の一つであるため57条 仲卸業者の業務の規制（直荷引き） 76条 卸売業者以外の者からの買入れ物品販売届出書 仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れ取扱要領 買入れ物品の数量や直接集荷物品の販売期間、実施期間等を定める 円滑な集荷・分荷や適正な価格形成といった中央卸売市場の機能を維持するためとともに、市場取引の活性化や競争力の強化に資するため66条 委託手数料 82条 委託手数料率の届出等 卸売業者の委託手数料率の届出に関する取扱要領 委託手数料に関する取扱方法を定める 市場における取扱品目の安定的供給を確保するため68条 出荷奨励金の交付 出荷奨励金取扱要領 年間支出累計額の限度及び交付率を定める 市場における取扱品目の安定的供給を確保するため71条 完納奨励金の交付 完納奨励金取扱要領 年間支出累計額の限度、交付率、特別の出荷奨励金及び出荷奨励金交付状況を定める 市場における取扱品目の安定的供給を確保するため71条の２ 物品の品質管理の方法 87条 物品の品質管理の方法 物品の品質管理の方法に関する取扱要領 品質管理者の責務、その他市場関係者による品質管理の徹底及び品質管理責任者の設置を定める 市場内取引物品の品質管理を徹底するため

予約相対取引に関し、対象物品や取引の期間、集荷の方法等を定める 市場の公正な取引環境を確保するため市場外での販売行為の取扱要領 卸売業者等の市場外での販売行為に関し、事業計画書等の添付や卸売業者の集荷等を定める 卸売業者と仲卸業者の役割分担を明確化し、市場の公正な取引環境を確保するため予約相対取引取扱要領54条 相対取引の届出

奈良県中央卸売市場条例 規則
仲卸補助者及び売買参加の補助者の承認等取扱要領 各補助者の選定条件等を定める 仲卸業者及び売買参加者の円滑な取引環境を確保するため
業務事務取扱要領における取引に関するルールについて


